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派
遣
も
無
期
転
換
（

条
）
も
容
赦
な
い

18

企
業
の
雇
い
止
め
が
止
ま
ら
な
い

改
正
労
働
者
派
遣
法
の
施
行

か
ら
３
年
に
な
る
９
月

日
を

30

機
に
、
派
遣
労
働
者
の
雇
い
止

め
が
増
え
て
い
る
「
３
年
の
期

限
を
超
え
て
同
じ
人
を
同
一
部

署
で
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
派
遣
法
改
悪
で
正
社
員
の

道
が
閉
ざ
さ
れ
る
。

同
法
は
、「
常
用
雇
用
の
代
替

え
を
防
ぎ
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
を

は
か
る
」
と
し
て
⒖
年
９
月
に

施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
経
営

の
調
整
弁
に
使
わ
れ
て
い
る
。

３
年
期
限
の
派
遣
労
働
者

を
３
年
ご
と
に
入
れ
替
え
す

れ
ば
、
企
業
は
永
久
に
派
遣

労
働
者
を
正
社
員
化
に
す
る

こ
と
を
逃
れ
る
。

雇
い
止
め
は
、
派
遣
労
働

者
だ
け
で
な
い
。
労
働
契
約

法

条
に
お
け
る
、
無
期
転

18
換
ル
ー
ル
が
、
今
年
４
月
か

ら
始
ま
っ
た
が
、
申
し
込
み

期
間
前
の
雇
い
止
め
が
連
発

し
て
い
る
。

企
業
は
、
労
働
者
の
「
労

働
過
程
」
で
生
ま
れ
る
利
潤

こ
そ
宝
の
山
と
み
る
。
「
い
つ

で
も
解
雇
、
い
つ
で
も
雇
用
」

こ
そ
資
本
の
ベ
ス
ト
で
あ
り
、

「
無
期
雇
用
転
換
」
な
ど
あ

り
え
な
い
と
拒
否
を
す
る
。

直
近
（
７
月

日
統
計
局

31

公
表
）
の
非
正
規
労
働
者
は

２
１
０
２
万
人
に
の
ぼ
り
、

平
均
年
収
は
１
７
２
万
円
し

か
な
い
。
そ
れ
で
も
資
本
は
、

労
働
者
を
搾
取
を
続
け
る
。

雇
い
止
め
を
阻
止
す
る
力
は
、

産
別
労
働
運
動
の
再
生
し
か

な
い
。

残
業
規
制
の
新
３
６
協
定
案
を
提
示

厚
労
省

労
政
審
の
労
働
条
件
分
科
会

労
働
政
策
審
議
会
の
第
１
４

５
回
労
働
条
件
分
科
会
（
荒
木

尚
志
分
科
会
長
）
は
８
月
９
日
、

「
働
き
方
」
関
連
法
に
係
る
省

令
や
指
針
な
ど
に
つ
い
て
審
議

を
し
た
。
厚
生
労
働
省
が
、
残

業
の
上
限
規
制
に
伴
っ
て
企
業

が
労
働
基
準
監
督
署
に
提
出
す

る
新
た
な
「
３
６
協
定
」
届
の

様
式
案
な
ど
を
提
示
し
た
。
現

行
の
３
６
協
定
に
比
べ
て
残
業

時
間
の
記
入
が
細
分
化
さ
れ
る

な
場
合
で
も
「
単
月
１
０
０
時

間
未
満
、
複
数
月
平
均
８
０
時

間
（
条
件
付
き
）
、
年
間
７
２

０
時
間
」
を
上
限
に
規
制
さ
れ
、

違
反
の
場
合
は
罰
則
が
付
く
。

こ
の
た
め
、
労
使
間
で
交
わ
す

３
６
協
定
も
、
現
行
の
１
日
単

位
か
ら
、
新
様
式
で
は
１
日
、

１
カ
月
、
１
年
の
３
項
目
に
細

分
化
さ
れ
、
特
別
条
項
の
場
合

も
同
様
に
な
る
。

ポイント 「３６協定による残業時間の青天井を是正する」

「違反すれば罰則」などをうたい文句に、「長時労働の是正」を美

化してきた。新法令が実施されると企業は、単月で100時間、複

数月で平均80時間の時間外労働を大手を振って強いることがで

きる。「法令順守の下で労働時間の平準化」は労働者が残業に

繰り出される。健康に自信のない弱者にも容赦しない。「罰則付

き」は企業名の公表含め重さを明らかにしない。

誰でも参加 何でも話す！

神田教室
労働運動のエンジンに

誰でも参加 みんなで議論

と き 8月28日（火）18時30分
毎月第4火曜日定例開催

ところ 新社会党中央本部（主催：労働運動委員会）
テーマ 労働法制を巡る秋の臨時国会

れ
な
ど
、
法
令

順
守
を
徹
底
さ

せ
る
と
す
る
。

厚
労
省
は
公

労
使
３
者
の
了

解
を
得
ら
れ
た

と
し
て
、
８
月

末
か
ら
９
月
上

旬
に
省
令
・
指

針
の
答
申
に
こ

ぎ
着
け
よ
う
と

す
る
。
法
改
正

に
よ
り
、
残
業

時
間
は
「
月
45

時
間
、
年
間
３

６
０
時
間
」
を

原
則
に
、
特
別



年
度
最
低
賃
金
は
平
均
８
７
４
円

18
全
都
道
府
県
が
決
定
、

月
か
ら
実
施

10

厚
生
労
働
省
は

日
、

年

10

18

度
の
地
域
別
最
低
賃
金
が
全
都

道
府
県
で
決
ま
っ
た
と
発
表
し

た
。
全
国
加
重
平
均
で
は

円
26

（
３
・

％
）
引
き
上
げ
の
８

07

７
４
円
と
な
る
。
最
高
は
東
京

都
の
９
８
５
円
、
最
低
は
鹿
児

島
県
の
７
６
１
円
。

月
１
日

10

か
ら
順
次
実
施
さ
れ
る
。

こ
の
最
低
賃
金
引
き
上
げ
で

は
、
生
活
改
善
に
ほ
ど
遠
く
、

納
得
で
き
る
も
の
で
な
い
。
し

か
し
、
財
界
か
ら
は
大
幅
引
き

上
げ
だ
と
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て

非
難
を
す
る
。
中
小
企
業
を
取

り
上
げ
て
、「
人
件
費
が
高
く
つ

き
、
経
営
が
で
き
な
い
」
な
ど

と
泣
き
つ
く
。

一
方
で
、
年
収
に
し
て
２
０

０
万
円
に
届
か
ず
、
多
く
は
、

１
５
０
万
に
も
満
た
な
い
で
働

か
さ
れ
て
い
る
。
安
倍
政
権
は

経
済
大
国
を
自
負
し
て
い
る
こ

と
に
大
き
く
矛
盾
が
あ
る
。

「
８
時
時
間
働
い
て
生
活
で

き
る
賃
金
を
よ
こ
せ
」、
今
す
ぐ

１
０
０
０
円
、
早
く
１
５
０
０

円
に
！
労
働
者
の
訴
え
を
大
き

な
声
に
し
て
い
こ
う
。

「
働
き
方
」
政
令
案
に
意
見
書

日
本
労
働
弁
護
団
は
、
８
月

９
日
、「
働
き
方
」
関
連
法
の
成

立
、
公
布
を
受
け
て
厚
生
労
働

省
が
公
開
し
た
政
令
案
等
（
主

に
３
６
協
定
、
残
業
時
間
の
上

限
規
制
、
有
給
休
暇
の
付
与
義

務
、
労
働
安
全
衛
生
法
）
に
対

し
て
、
意
見
を
発
表
し
た
。

◆
３
６
協
定
に
つ
い
て

「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
に

よ
り
、
労
働
基
準
法
３
６
条
が

改
正
さ
れ
た
。
そ
の
改
正
内
容

の
う
ち
改
正
後
同
条
２
項
に
お

い
て
は
、
労
使
が
３
６
協
定
を

締
結
す
る
に
お
い
て
書
面
で
記

載
す
る
べ
き
事
項
と
し
て
、「
労

働
時
間
の
延
長
及
び
休
日
の
労

働
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚
労
省

令
で
定
め
る
事
項
」
を
定
め
て

い
る
。
ま
た
、
改
正
後
同
条
７

項
に
お
い
て
は
、「
厚
生
労
働
大

臣
は
、
労
働
時
間
の
延
長
及
び

休
日
の
労
働
を
適
正
な
も
の
と

す
る
た
め
、
第
一
項
の
協
定
で

定
め
る
労
働
時
間
の
延
長
及
び

休
日
の
労
働
に
つ
い
て
留
意
す

べ
き
事
項
、
当
該
労
働
時
間
の

延
長
に
係
る
割
増
賃
金
の
率
そ

の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、

労
働
者
の
健
康
、
福
祉
、
時
間

外
労
働
の
同
項
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
指
針
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、「
省
令
で
定
め
る
事

項
」
及
び
同
条
７
項
に
お
け
る

「
指
針
」
で
定
め
る
べ
き
事
項

に
つ
い
て
、「
働
き
方
改
革
関
連

法
」
の
衆
参
両
院
の
附
帯
決
議

を
参
照
し
、
事
務
局
案
を
基
に

矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
た
。


